
 

 

小平都市計画道路３･３･８号府中所沢線 

 

構造別比較の詳細検討 

 

 

１．検討項目「史跡玉川上水への影響」における史跡の改変

について 

     ２．構造別比較表 

（１）構造の概要 

（２）史跡「玉川上水」への影響 

（３）沿道アクセス 

（４）防災 

   ・震災時の小平中央公園への緊急物資輸送 

・緊急車両の到着〔消防車・救急車〕 

・救急車による搬送 

（５）玉川上水周辺等の緑 

（６）環境；排気ガスの影響・騒音 

（７）事業費（工事費） 

 

資料－１



  検討項目「史跡玉川上水への影響」における         

史跡の改変について 
１．史跡指定範囲について 

玉川上水は、平成 15（2003）年、文化財保護法に基づく国の史跡に指定された。 

  小平３・３・８横断部付近の史跡指定範囲は、下図の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史跡指定に係わる範囲 

                           

※緑道は、東京都建設局管理 

 

２．史跡に対する現状変更の留意点 

玉川上水は、江戸の用水供給施設である貴重な土木遺産として、史跡に指定されてい

る。 

このため、本路線の整備により玉川上水を現状変更するにあたっての重要な要素は、

素堀りの導水施設としての価値にどのような影響があるかである。 

 

３．史跡指定範囲内の樹木について 

「史跡玉川上水保存管理計画書」は、玉川上水が文化財保護法第１０９条第１項の規

定により、史跡に指定されたことに伴い、史跡玉川上水について保存管理の方針・方法

や整備活用の方向性について明らかにすることを目的として策定された。計画書策定に

当たり、学識経験者や文化庁調査官で構成される委員会を設置し、検討を行った。この

報告書によると、法面がオーバーハング状であり、樹木の枯損時等に深い表層崩落を起

こす可能性がある箇所では、素掘りの導水施設を保存する観点から、法面の樹木を伐採

し法面補強等を行うこととされており、小平３・３・８横断部についても同様と考える。

したがって、史跡指定範囲内の樹木の伐採については、「史跡への影響」の比較対象とし

ない。 

周辺地域周辺地域 水道局玉川上水用地 

沿線区市又は

建設局管理 

沿線区市又は

建設局管理 水道局管理

緑道等緑道等 

水路 

史跡指定範囲 

フ
ェ
ン
ス 

フ
ェ
ン
ス 
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＜現状写真＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．本連絡会における検討項目「史跡への影響」について 

上記を踏まえると、本路線整備による史跡への影響として最も重要な観点は、史跡指

定範囲内の「水路」及び「法面」の形状変更である。次に、「水路」及び「法面」を橋梁

等で覆う範囲がどの程度か、ということである。また、史跡指定範囲外でも、今後の試

掘等により盛土を突き固めた築堤跡が見つかると、堤が水路と一体のものと取り扱われ

る可能性もあるため、現時点での検討にあたっては、堤への影響についても留意してお

く必要がある。 

したがって、本連絡会では、 

①史跡範囲指定内の「法面」の形状を変更する面積 

②史跡指定範囲内で「法面」及び「水面」を覆蓋する面積 

③史跡指定範囲外で「堤体」の形状を変更する面積 

 の３種類の面積を、史跡への影響として算出することとする。 

（左岸） （右岸） 

史跡指定範囲

②

③ ③

史跡への影響面積①

②

③

① ①

新
堀
用
水

玉川上水
緑
道

市
道緑

道

市
道

＜現状＞ 

（史跡玉川上水保存管理計画書より抜粋） 

＜改良（保存整備）＞ 

連続繊維補強土工
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（１）構造の概要 

平面案 

・ 小平３・３・８本線が玉川上水の堤体とほぼ同一の高さで交差。 
・ 玉川上水の両側で、小平３・３・８本線と沿道の高さが同一となる。 

地下案 

・ 小平３・３・８本線が史跡玉川上水を改変しないで施工できる深さで交差。 
・ 玉川上水の両側約６００ｍで、小平３・３・８本線は沿道と高低差が生じる。 

高架案 

・ 小平３・３・８本線が玉川上水沿いの道路での車両通行を確保した高さで交差。 

・ 玉川上水の両側約４００ｍで、小平３・３・８本線は沿道と高低差が生じる。 

 

アプローチ部 アプローチ部

玉川上水横断部 

〔平面図〕 

〔縦断図〕 

〔横断図〕

標準部 玉川上水横断部 

〔平面図〕 

〔縦断図〕 

〔横断図〕

アプローチ部 

標準部 

玉川上水横断部 

玉川上水横断部 

〔横断図〕

〔縦断図〕 

〔平面図〕 
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（２）史跡「玉川上水」への影響 

構  造 平面案 地下案 高架案 

評価項目 評価内容 評価内容 評価内容 

史跡「玉川
上水」への
影響 

史跡の改変 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要図 
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緑
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玉川上水横断部：W=25m

①
③

②

①
③

 
 
 
 
 
 
 

 

玉川
上水

橋梁 W=25m

 

玉川上水横断部：W=5m
（人道橋）

市
道
緑
道
玉
川
上
水

緑
道
新
堀
用
水

市
道

①
③

②
①
③

 
 

 

 

 

 

 

 

玉川
上水

地下区間

人道橋 W=5m

 

玉川上水横断部：W=5m
（人道橋）

市
道
緑
道
玉
川
上
水

緑
道
新
堀
用
水

市
道

①
③

②
①
③

 

 
 
 
 

玉川
上水

高架区間

人道橋 W=5m  

詳細内容 

史跡への影響面積 

①  約 100 ㎡ （幅員 25m,        の部分） 

②  約 300 ㎡ （幅員 25m,         の部分） 

③  約 300 ㎡ （幅員 25m,          の部分） 

史跡への影響面積 

①  約 20 ㎡ （幅員 5m,         の部分） 

②  約 60 ㎡ （幅員 5m,         の部分） 

③  約 60 ㎡ （幅員 5m,         の部分） 

史跡への影響面積 

①  約 20 ㎡ （幅員 5m,         の部分） 

②  約 60 ㎡ （幅員 5m,         の部分） 

③  約 60 ㎡ （幅員 5m,         の部分） 

＜前提条件＞  「史跡の改変」については、史跡への影響面積として下記①～③を比較検討する。 

             ①史跡指定範囲内の「法面」の形状を変更する面積 

             ②史跡指定範囲内で「法面」及び「水面」を覆蓋する面積 

③史跡指定範囲外で「堤体」の形状を変更する面積 

標準部 玉川上水横断部 標準部 玉川上水横断部 標準部 玉川上水横断部

史跡指定範囲

②

③ ③

史跡への影響面積①

②

③

① ①

新
堀
用
水

玉川上水
緑
道

市
道緑

道

市
道

車  道

人道橋
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（３）沿道アクセス 

 
構  造 平面案 地下案 高架案 

評価項目 評価内容 評価内容 評価内容 

沿道アクセス 

 

概要図 

     

詳細内容 

本線へ直接アクセスなどができない地域 

面積：０㎡ 

 

本線へ直接アクセスなどができない地域 

面積：２５，５００㎡ 

※沿道面積の幅については、小平市内の他地区における沿道用途

指定の範囲を参考とした（道路端から 30ｍ） 

本線へ直接アクセスなどができない地域 

面積：１５，９００㎡ 

 ※沿道面積の幅については、小平市内の他地区における沿道用途

指定の範囲を参考とした（道路端から 30ｍ） 

＜評価の視点＞ 

○ 小平市都市計画マスタープランでは「主要幹線道路である小平3･3･8号府中所沢線の整備にともない、沿道については多様な土地利用が高まると思われる」としている。

○ 長期的な視点に立った沿道土地利用の変化への対応のしやすさについて、本線からのアクセスと側道経由のアクセスでは状況が異なる。 

○ また、本線と沿道に高低差が生じる区間では、歩行者や自転車の横断箇所が限定される。 

○ このため、本線へ車両が直接アクセスできず、歩行者等の横断箇所も限定される地域の面積について比較検討する。 

環境施設帯

本線へ直接アクセスできる本線へ直接アクセスできる

環境施設帯本線 側道 ・ 歩道側道 ・ 歩道 本線

本線へ直接アクセスできない本線へ直接アクセスできない
× ×

本線 側道 ・ 歩道側道 ・ 歩道

本線へ直接アクセスできない本線へ直接アクセスできない
× ×
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（４）防災；震災時の小平中央公園への緊急物資輸送 

 
構  造 平面案 地下案 高架案 

評価項目 評価内容 評価内容 評価内容 

防災 

震災時の 
小平中央公園
への緊急物資
輸送 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

南側からの

アクセス 

 小平３･３･８を使い、容易にアクセス可能。 
小平３･３･８幅員３６ｍ ＞ １５ｍ 

*：緊急輸送道路は原則として幅員１５ｍ以上（都地域防災計画） 

 

 府中街道に通行不能な区間が生じた場合でも、アクセ
スルートが確保される。 

 現状と同様、府中街道を使う。 
府中街道幅員１１ｍ ＜ １５ｍ 

*：緊急輸送道路は原則として幅員１５ｍ以上（都地域防災計画） 

 

 府中街道が通行不能な場合、南側からのアクセスルート
を確保できない。 

 現状と同様、府中街道を使う。 
府中街道幅員１１ｍ ＜ １５ｍ 

*：緊急輸送道路は原則として幅員１５ｍ以上（都地域防災計画） 

 

 府中街道が通行不能な場合、南側からのアクセスルート
を確保できない。 

 

 

 

 

 

 

詳細内容 

 

 

 

 

 

 

北側からの

アクセス 

 小平３・３・８を使い、容易にアクセス可能。 
 

 小平３・３・８本線を経由するため、北側からのアク
セスルートが確保される。 

 小平３・３・８本線と側道（幅員５ｍ）を利用する。 
 

 側道（幅員５ｍ）が通行不能な場合、北側からのアクセ
スルートを確保できない。 

 小平３・３・８本線と側道（幅員５ｍ）を利用する。 
 

 側道（幅員５ｍ）が通行不能な場合、北側からのアクセ
スルートを確保できない。 

 

　　玉　川　上　水

小
平
中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

＜想定＞  震災時の緊急輸送において、小平3・3・8の南北から 

地域内輸送拠点である小平中央公園内の「小平市民総合体育館」への緊急物資輸送を想定。 

　　　　　玉　川　上　水

小
平
中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

　　玉　川　上　水

小
平
中
央
公
園

府

中
街

道

小

平
３

・
３

・

８
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（４）防災；緊急車両の到着〔消防車・救急車〕 

 
構  造 平面案 地下案 高架案 

評価項目 評価内容 評価内容 評価内容 

防災 

緊急車両の 
到着 

〔消防車・ 
救急車〕 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

A 地点への

アクセス 

（赤線） 

 

 

 小平３･３･８を利用した最短ルートを設定できる。 
 

 ４車線道路のため、府中街道に比べて、走行速度の向
上が見込まれる。 

 

→到達所要時間 約４分 

 

 

 玉川上水交差部が立体構造のため、小平３･３･８本線
からアクセスができず、２車線の府中街道を利用する

ルート設定となる。 

 

 

→到達所要時間 約５分 

少なくとも１分程度の到着遅延 

 

 玉川上水交差部が立体構造のため、小平３･３･８本線
からアクセスができず、２車線の府中街道を利用する

ルート設定となる。 

 

 

→到達所要時間 約５分 

少なくとも１分程度の到着遅延 

 

 

 

 

 

 

 

詳細内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 地点への

アクセス 

（青線） 

 

 

 小平３･３･８を利用した最短ルートを設定できる。 
 

 ４車線道路のため、府中街道に比べて、走行速度の向
上が見込まれる。 

 

→到達所要時間 約４分 

 

 

 玉川上水交差部が立体構造のため、小平３･３･８本線
からアクセスができず、２車線の府中街道を利用する

ルート設定となる。 

 

 

→到達所要時間 約５分 

少なくとも１分程度の到着遅延 

 

 玉川上水交差部が立体構造のため、小平３･３･８本線
からアクセスができず、２車線の府中街道を利用する

ルート設定となる。 

 

 

→到達所要時間 約５分 

少なくとも１分程度の到着遅延 

 

　　玉　川　上　水

小
平
中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

A

B

＜想定＞  「小平消防署～小平中央公園南側エリア（A，B地点）」への消防車両アクセス及び救急車両アクセスを想定。 

　　　　　玉　川　上　水

小
平
中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

A

B

　玉　川　上　水

小
平

中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

A

B
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（４）防災；救急車による搬送① 

構  造 平面案 地下案 高架案 

評価項目 評価内容 評価内容 評価内容 

防災 
救急車に 
よる搬送 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A 地点から 

北方向への 

アクセス 

（赤線） 

 

 小平３・３・８を利用した最短ルートを設定できる。
 

 

 

 地下案、高架案に比べ走行空間にゆとりのある多車線
道路を利用できる区間が長いため、より安全で確実な

搬送が可能となる。 

 

 

 玉川上水交差部が立体構造のため、小平３･３･８本線
へのアクセスができず、側道を経由して走行速度の低

い五日市街道及び府中街道への迂回が必要となる。 

 

→①小平３･３･８本線に比べ走行速度が低いため、平面案

に比べ約４分、搬送に時間を要する。 

②迂回ルートは２車線道路であるうえ、搬送中の右左折

の回数が多いため、搬送の安全性で平面案に劣る。 

 玉川上水交差部が立体構造のため、小平３･３･８本線
へのアクセスができず、側道を経由して走行速度の低

い五日市街道及び府中街道への迂回が必要となる。 

 

→①小平３･３･８本線に比べ走行速度が低いため、平面案

に比べ約４分、搬送に時間を要する。 

②迂回ルートは２車線道路であるうえ、搬送中の右左折

の回数が多いため、搬送の安全性で平面案に劣る。 

詳細内容 

A 地点から 

南方向への 

アクセス 

（青線） 

 小平３・３・８本線を利用することができる。 
 

 

 地下案、高架案に比べ走行空間にゆとりのある多車線
道路を利用できる区間が長いため、より安全で確実な

搬送が可能となる。 

 

 

 

 玉川上水交差部が立体構造のため、走行速度の低い小
平３･３･８側道を経由する必要がある。 

 

 

 玉川上水交差部が立体構造のため、走行速度の低い小
平３･３･８側道を経由する必要がある。 

 

 

　　玉　川　上　水

小
平
中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

A

＜想定＞  「玉川上水南側エリア（A地点）～南北方向（青梅街道及び五日市街道まで）」への救急車両アクセスを想定。 

      （救急車両の走行条件を、一方通行路の逆走は不可、右折禁止交差点での右折は可と設定。） 

　　　　　玉　川　上　水

小
平
中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

A

　玉　川　上　水

小
平

中
央
公
園

府
中

街

道

小

平
３

・
３

・

８

A
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（４）防災；救急車による搬送② 

構  造 平面案 地下案 高架案 

評価項目 評価内容 評価内容 評価内容 

防災 
救急車に 
よる搬送 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

B 地点から 

北方向への 

アクセス 

（赤線） 

 

 ３案とも同じルート設定となり、玉川上水との交差構造による到達時間及び搬送の安全性や確実性に差はない。 
 

 

 小平３・３・８本線を利用することができる。 
 

 

 走行速度の低い小平３･３･８側道を経由する必要が 
ある。 

 

 

 走行速度の低い小平３･３･８側道を経由する必要が 
ある。 

 

詳細内容 

B 地点から 

南方向への 

アクセス 

（青線） 

   

＜想定＞  「玉川上水南側エリア（B地点）～南北方向（青梅街道及び五日市街道まで）」への救急車両アクセスを想定。 

      （救急車両の走行条件を、一方通行路の逆走は不可、右折禁止交差点での右折は可と設定。） 

　　玉　川　上　水

小
平
中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

B

B

　　　　　玉　川　上　水

小
平
中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

B

B

　玉　川　上　水

小
平
中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

B

B
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（４）防災；救急車による搬送③ 

構  造 平面案 地下案 高架案 

評価項目 評価内容 評価内容 評価内容 

防災 
救急車に 
よる搬送 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

C 地区から 

北方向への 

アクセス 

（赤線） 

 

 小平３・３・８本線を利用することができる。 
 

 地下案、高架案に比べ走行空間にゆとりのある多車線
道路を利用できる区間が長いため、より安全で確実な

搬送が可能となる。 

 

 

 玉川上水交差部が立体構造のため、走行速度の低い小
平３･３･８側道を経由する必要がある。 

 

 

 

 

 玉川上水交差部が立体構造のため、走行速度の低い小
平３･３･８側道を経由する必要がある。 

 

 

詳細内容 

C 地区から 

南方向への 

アクセス 

（青線） 

 

 小平３・３・８を利用した最短ルートを設定できる。
 

 走行空間にゆとりのある多車線道路を利用できるた
め、より安全で確実な搬送が可能となる。 

 

 玉川上水交差部が立体構造のため、小平３･３･８本線
へのアクセスができず、側道を経由して走行速度の低

い府中街道への迂回が必要となる。 

 

→小平３･３･８本線に比べ走行速度が低いため、平面案に

比べ約１分弱、搬送に時間を要する。 

 

 

 玉川上水交差部が立体構造のため、小平３･３･８本線
へのアクセスができず、側道を経由して走行速度の低

い府中街道への迂回が必要となる。 

 

→小平３･３･８本線に比べ走行速度が低いため、平面案に

比べ約１分弱、搬送に時間を要する。 

 

 

　　玉　川　上　水

小
平
中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

C

＜想定＞  「玉川上水北側エリア（Ｃ地点）～南北方向（青梅街道及び五日市街道まで）」への救急車両アクセスを想定。 

      （救急車両の走行条件を、一方通行路の逆走は不可、右折禁止交差点での右折は可と設定。） 

　　　　　玉　川　上　水

小
平
中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

C

　玉　川　上　水

小
平

中
央
公
園

府
中
街
道

小
平
３
・
３
・
８

C
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（５）玉川上水周辺等の緑 

構  造 平面案 地下案 高架案 

評価項目 評価内容 評価内容 評価内容 

玉川上水周辺等の緑 

 

 

概要図 

 

○ 沿道にアクセスするための 

副道を設置する区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 副道のない区間 

 

 

 

 

 

 

①整備範囲内の緑      ②創出が可能な緑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①整備範囲内の緑      ②創出が可能な緑 

 

 

 

 

 

 

 

①整備範囲内の緑      ②創出が可能な緑 

 

 

 

 

 

 

 

玉川上水： 300 ㎡（幅員Ｗ=25ｍ、延長Ｌ=11.5ｍ） 玉川上水： 100 ㎡（幅員Ｗ=5ｍ、延長Ｌ=11.5ｍ） 玉川上水： 200 ㎡（幅員Ｗ=19ｍ、延長Ｌ=11.5ｍ） 
道路整備範囲内 

にある既存の緑 雑木林（市有地）：800 ㎡（幅員Ｗ= 4ｍ、延長Ｌ=200ｍ）、雑木林（民有地）：6,400 ㎡（幅員Ｗ=32ｍ、延長Ｌ=200ｍ） 
農地（民有地・生産緑地）：2,200 ㎡（幅員Ｗ=36ｍ、延長Ｌ= 60ｍ）、農地（民有地・生産緑地なし）：1,400 ㎡（幅員Ｗ=36ｍ、延長Ｌ= 40ｍ） 

詳細内容 

道路整備により 

創出が可能な緑 

   6,200 ㎡（幅員Ｗ=3.7ｍ×2、延長Ｌ=840ｍ） 
  
 
 
 

  約 3,600 ㎡（幅員Ｗ=1.5ｍ×2、延長Ｌ=約 600ｍ） 
（幅員Ｗ=3.7ｍ×2、延長Ｌ=約 240ｍ） 

 
※トンネル付近の堀割部に蓋掛けした場合、約 2,000 ㎡増
加（高木植栽可能範囲） 

  約 4,400 ㎡（幅員Ｗ=1.5ｍ×2、延長Ｌ=約 400ｍ） 
             （幅員Ｗ=3.7ｍ×2、延長Ｌ=約 440ｍ） 
 
 
 

 

玉川上水 

たかの街道 

五日市街道 

玉川上水

たかの街道

玉川上水

五日市街道 

小
平
中
央
公
園 

小
平
中
央
公
園 

完成した府中3･3･8号線におい

て、副道のある区間とない区間

の延長の割合、及びそれぞれの

区間の緑の幅を参考に環境施

設帯における平均の緑の幅員

を W=3.7ｍと設定した。 

＜前提条件＞  「玉川上水周辺等の緑」については、影響面積として五日市街道～たかの街道間の下記①～②を比較検討する。 

         ①道路整備範囲内にある既存の緑として、玉川上水、雑木林（市有地・民有地）、農地（民有地）の緑の面積 

         ②道路整備により創出が可能な緑として環境施設帯または側道部における緑の面積 

たかの街道 たかの街道 たかの街道 たかの街道

五日市街道 五日市街道 五日市街道 五日市街道 

玉川上水 玉川上水 玉川上水

小
平
中
央
公
園 

小
平
中
央
公
園 

小
平
中
央
公
園 

小
平
中
央
公
園 
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（６）環境；排気ガスの影響・騒音 

構  造 平面案 地下案 高架案 

評価項目 評価内容 評価内容 評価内容 

環境 
排気ガスの影響・ 

騒音 

 

 

 

 

 

 

概 要 図 

 

国分寺３・２・８号線 

計画段階環境影響評価の 

予測位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細内容 

 

国分寺３・２・８号線 

計画段階環境影響評価の 

予測結果 

排気ガスの影響 

①二酸化窒素（ＮＯ2 ）  ：0.042PPM ＜ 0.06PPM（環境基準）

②浮遊粒子状物質(SPM)：0.067mg/m3＜0.10 mg/m3(環境基準)

 ※官民境界の高さ1.5ｍの予測値 

 

 

 

 

 

道路交通の騒音 

・ 昼間：58dB ＜ 70dB （環境基準） 

・ 夜間：55dB ＜ 65dB （環境基準） 

 ※官民境界の高さ1.2ｍの予測値 

  

 

 二酸化窒素は地下案よりも少ない。 
 浮遊粒子状物質は地下案より少ない。 
 騒音は高架案より大きい。 
 

排気ガスの影響 

①二酸化窒素（ＮＯ2 ）  ：0.046PPM ＜ 0.06PPM（環境基準）

②浮遊粒子状物質(SPM)：0.069mg/m3＜0.10 mg/m3（環境基準）

※官民境界の高さ1.5ｍの予測値 

＜参考＞ 

国分寺3・2・8号線のトンネル延長：約 70ｍ 

小平3・3・8号線のトンネル延長：約 70ｍ 

（堀割部に蓋掛けした場合：約300ｍ） 

 

道路交通の騒音 

・ 昼間：58dB ＜ 70dB （環境基準） 

・ 夜間：55dB ＜ 65dB （環境基準） 

 ※官民境界の高さ1.2ｍの予測値 

 

 

 二酸化窒素は他案に比べて多い。 

 浮遊粒子状物質は他案に比べて多い。 

 騒音は高架案より大きい。 

 

 

排気ガスの影響 

①二酸化窒素（ＮＯ2 ）  ：0.041PPM ＜ 0.06PPM（環境基準）

②浮遊粒子状物質(SPM)：0.067mg/m3＜0.10 mg/m3（環境基準）

 ※官民境界の高さ1.5ｍの予測値 

 

 

 

 

 

道路交通の騒音 

・ 昼間：54dB ＜ 70dB （環境基準） 

・ 夜間：53dB ＜ 65dB （環境基準） 

 ※官民境界の高さ1.2ｍの予測値 

 

 

 二酸化窒素は３案の中で最も少ない。 
 浮遊粒子状物質は地下案より少ない。 
 騒音は３案中最も小さい。 
 

 

＜前提条件＞   

「排気ガスの影響、騒音」については、参考として国分寺３・２・８号線の計画段階環境影響評価における

        予測結果を示す。 

※ この予測結果は、国分寺３・２・８号線の事業規模が２km以上であるため、計画段階環境影響評価を実施し、 

複数案の環境影響の予測を特例環境配慮書に取りまとめたものである。 

予測断面 

予測断面
予測断面 
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（７）事業費（工事費） 

構  造 平面案 地下案 高架案 

評価項目 評価内容 評価内容 評価内容 

事業費（工事費） 

 

概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細内容 

 

◇ 概算工事費 

 

 

 

 

 

 

※各工種に含まれる工事 

・ 街築工（舗装工事、排水工事、植栽工事、橋梁工事、 

電線共同溝整備工事、安全施設工事など） 

 

工種 金額(億円) 

街築工事 15 

概算工事費 15 

◇ 概算工事費 

 

 

 

 

 

 

 

※各工種に含まれる工事 

  ・街築工（舗装工事、排水工事、植栽工事、人道橋工事、 

電線共同溝整備工事、安全施設工事など） 

  ・擁壁工（U型擁壁工事など） 

  ・トンネル工（トンネル工事、下水道移設工事など） 

工種 金額(億円)

街築工事 15 
擁壁工事 30 
トンネル工事 45 

概算工事費 90 

◇ 概算工事費 

 

 

 

 

 

 

 

※各工種に含まれる工事 

 ・街築工（舗装工事、排水工事、植栽工事、人道橋工事、 

電線共同溝整備工事、安全施設工事など） 

 ・高架橋工（高架橋構築工事、橋梁基礎工事など） 

工種 金額(億円)

街築工事 15 
高架橋工事 10 
概算工事費 25 

 

 

＜前提条件＞  「事業費」については、３案で構造の異なる五日市街道～たかの街道間（延長約9７0ｍ）の建設時に必要となる「工事費」を比較検討する。

 

【擁壁部】

【トンネル部】

【高架橋部】
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